
��大
鳥
圭
介
公
使
の
朝
鮮
帰
任(

一
八
九
四
年
六
月)

に
つ
い
て

大

澤

博

明

は
じ
め
に

一
八
九
四
年
六
月
上
旬
駐
朝
鮮
特
命
全
権
公
使
大
鳥
圭
介
は
、
急
遽
朝
鮮
帰
任
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
大
鳥
は
帰
任
事
情
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

東
学
党
の
勢
が
益
々
猖
獗
で
韓
兵
で
は
到
底
鎮
圧
し
難
か
ら
う
と
の
情
報
が
頻
々
と
し
て
来
る
。
扨
世
の
中
が
面
白
く
な
っ
て
来

た
、
事
に
よ
る
と
大
事
件
が
持
ち
上
が
る
哩
と
思
っ
て
居
る
処
へ
韓
廷
か
ら
李
鴻
章
に
援
兵
の
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
清
国
で
は
軍

隊
を
出
動
せ
し
め
た
と
云
ふ
飛
電
が
到
着
す
る
。
直
ち
に
外
務
省
に
出
頭
し
陸
奥
大
臣
に
面
会
す
る
と
陸
奥
も
病
中
で
気
の
毒
だ

が
今
度
は
一
つ
骨
を
折
て
貰
い
た
い
と
云
は
れ
る
。
陸
奥
の
意
向
を
叩
く
と
期
せ
ず
し
て
我
輩
の
見
る
所
と
一
致
し
此
機
会
を
以
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て
支
那
を
遣
付
け
よ
う
と
云
の
で
あ
る
。
我
輩
は
雀
躍
し
て
喜
び
直
ち
に
軍
艦
八
重
山
に
投
じ
て
横
須
賀
を
出
発
し
た
が
、
此
時

見
送
り
に
来
て
呉
れ
た
陸
奥
に
向
か
っ
て
今
度
は
生
還
を
期
せ
な
い
よ
と
云
ふ
と
、
陸
奥
は
熱
涙
を
揮
っ
て
君
が
死
ね
ば
僕
が
確

か
に
骨
を
拾
ふ
緊
か
り
遣
て
呉
れ
給
え
と
云
わ
れ
た
が
、
我
輩
と
陸
奥
と
は
中
年
以
来
の
交
際
で
あ
る
が
胆
力
が
あ
り
決
断
が
早

く
近
代
稀
に
見
る
の
英
物
と
信
ず
る

(

１)

こ
の
大
鳥
談
話
を
、
日
清
開
戦
過
程
の
詳
細
な
研
究
を
行
っ
た
、
信
夫
清
三
郎
は

｢

大
鳥
公
使
に
対
す
る
陸
奥
外
相
の
口
達
は
、
大

鳥
公
使
自
身
に
よ
っ
て
は
、
甚
だ
し
く
誇
張
さ
れ
て
つ
た
へ
ら
れ
て
ゐ
る｣

と
評
し
て
い
る

(

２)

。
こ
う
し
た
評
価
が
下
さ
れ
る
理
由
は
、

大
鳥
談
話
が
陸
奥
宗
光
外
相
と
大
鳥
自
身
を
開
戦
派
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
信
夫
に
よ
れ
ば

｢

陸
奥
外
相
の
出
兵
政
策
は
朝
鮮
に

お
け
る
日
清
勢
力
の

『

平
均
を
維
持』

す
る
こ
と｣

で
あ
り
日
本
を
と
り
巻
く
国
際
環
境
も
日
本
の
対
清
開
戦
を
許
容
す
る
状
況
で
も

な
く
、
陸
奥
外
相
は

｢

時
局
の
平
和
的
収
拾
を
目
的｣

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
勢
力
の
平
均
を
維
持
す
る
と
い
う

｢

平
和
主
義｣

を

持
し
て
い
た
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

(

３)

。

小
稿
の
目
的
は
、
生
還
を
期
せ
な
い
と
す
る
悲
壮
な
大
鳥
の
覚
悟
は
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
発
せ
ら
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ

る
。
は
た
し
て
、
前
に
引
用
し
た
大
島
談
話
は
、
陸
奥
と
大
鳥
が
対
清
開
戦
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
傍
証
す
る
史
料
の
一
つ
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
甚
だ
し
く
誇
張
さ
れ
た
一
顧
だ
に
値
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ

れ
ら
と
は
違
っ
た
理
解
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

論 説

(熊本法学124号 '11) 76



一

清
の
朝
鮮
併
合
説

大
鳥
公
使
帰
任
事
情
に
関
し
て
陸
奥

『

蹇
蹇
録』

は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
即
ち
、
六
月
二
日
閣
議
決
定
に
よ
る
朝
鮮
出
兵

は
天
皇
の
裁
可
を
得
て
実
施
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
陸
奥
外
相
は
大
鳥
公
使
に
い
つ
で
も
朝
鮮
に
帰
任
で
き
る
よ
う
準
備
す
る
こ

と
を
命
じ
る
。
そ
し
て
、
陸
奥
外
相
は
西
郷
従
道
海
相
と
の
間
で
、
①
大
鳥
公
使
を
軍
艦
八
重
山
に
搭
乗
さ
せ
る
こ
と
。
②
八
重
山
に

は
海
兵
を
増
載
す
る
こ
と
。
③
八
重
山
と
海
兵
は
大
鳥
公
使
の
指
揮
に
従
う
、
と
い
う
三
点
を
海
相
が
海
軍
部
内
に
命
令
す
る
こ
と
を

取
り
決
め
た
。
外
相
と
海
相
の
協
議
を
受
け
て
八
重
山
に
は
一
〇
〇
名
近
い
海
兵
を
増
員
し
て
載
せ
、
釜
山
着
港
の
艦
を
仁
川
に
廻
航

さ
せ
て
仁
川
港
の｢

守
備｣

に
充
て
、
大
鳥
公
使
の
京
城
入
京
時
に
は
大
鳥
の
請
求
に
応
じ
て
各
艦
か
ら
海
兵
を
派
出
し
都
合
三
〇
〇

四
〇
〇
名
の
海
兵
が
随
伴
で
き
る
よ
う
措
置
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
大
鳥
公
使
が
朝
鮮
に
帰
任
し
よ
う
す
る
と
き

｢

既
に
来
て
同
国
に
駐

在
す
る
や
も
計
ら
れ
ざ
る
清
兵
に
対
し
て
、
こ
れ
と
平
等
の
勢
力
を
失
わ
ざ
ら
ん
こ
と
を
期｣

す
た
め
で
あ
っ
た

(

４)

。

以
上
の
記
述
を
大
鳥
公
使
と
共
に
軍
艦
八
重
山
に
搭
乗
し
て
朝
鮮
に
出
張
し
た
海
軍
軍
令
部
第
二
局
員
海
軍
少
佐
安
原
金
次
の
自
伝

に
拠
っ
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、
朝
鮮
へ
の
出
張
命
令
が
下
さ
れ
た
六
月
四
日
、
西
郷
海
相
は
安
原
海
軍
少
佐
に
以
下
の

よ
う
な
内
訓
を
与
え
た
。
①
陸
軍
出
兵
よ
り
前
に
大
鳥
公
使
と
共
に
八
重
山
に
乗
っ
て
仁
川
に
急
行
す
る
こ
と
。
②
八
重
山
、
大
和
、

筑
紫
、
赤
城
の
各
艦
か
ら
な
る
べ
く
多
数
の
陸
戦
隊
を
編
成
し
公
使
と
共
に
京
城
に
入
る
こ
と
。
③
陸
戦
隊
の
編
成
に
関
し
て
は
平
山

藤
太
郎
八
重
山
艦
長
と
協
議
し
、
陸
戦
隊
の
進
退
は
大
鳥
公
使
と
協
議
す
る
こ
と
。
④

｢

陸
戦
隊
の
指
揮
官
は
特
に
選
抜
を
要
す
べ
き

を
以
て
艦
長
の
職
に
あ
る
も
の
と
雖
も
之
に
充
つ
る
こ
と
を
得｣

る
こ
と
。
⑤
横
須
賀
海
兵
団
か
ら
約
百
名
の
兵
員
を
臨
時
に
八
重
山
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に
乗
艦
さ
せ
る
こ
と

(

５)

。
安
原
少
佐
は
、
八
重
山
艦
長
平
山
海
軍
大
佐
と
協
議
し
て
、
八
重
山
、
大
和
、
筑
紫
、
赤
城
の
四
艦
か
ら
約
二

六
〇
名
の
陸
戦
隊
一
大
隊

(

五
小
隊
と
一
砲
隊)

を
編
成
す
る
こ
と
を
予
定
し
、｢

昼
夜
に
係
は
ら
ず
仁
川
に
上
陸
し
京
城
に
向
て
行

進
を
始｣
め
る
こ
と
を
決
し
た
。
但
し
、
総
指
揮
官
兼
大
隊
長
は
未
定
で
あ
っ
た

(

６)

。
陸
奥

『

蹇
蹇
録』

と
安
原
自
伝
の
記
述
は
特
に
矛

盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

安
原
の
自
伝
で
関
心
を
引
く
の
が
海
相
内
訓
第
四
項
に
見
え
る
陸
戦
隊
指
揮
官
を
艦
長
職
の
も
の
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る

部
分
で
あ
る
。
各
艦
の
艦
長
は
、
八
重
山

(

一
六
〇
九
ト
ン)

平
山
海
軍
大
佐
、
大
和

(

一
五
〇
二
ト
ン)

舟
木
練
太
郎
海
軍
大
佐
、

筑
紫

(

一
三
七
二
ト
ン)
三
善
克
巳
海
軍
大
佐
、
赤
城

(

六
二
二
ト
ン)

坂
本
八
郎
太
海
軍
少
佐
で
あ
る
。
大
佐
級
の
海
軍
軍
人
を
陸

戦
隊
の
総
指
揮
官
に
す
る
理
由
は
、
な
ぜ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
信
夫
の
議
論
は
、
陸
奥
と
大
鳥
が
清
と
の
開
戦
を
積
極
的
に
望
ん

で
い
た
と
し
て
い
る
所
を
問
題
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
清
開
戦
と
な
る
の
は
、
日
本
が
清
に
対
し
て
戦
争
を
仕
掛
け

る
場
合
と
清
が
日
本
に
対
し
て
軍
事
攻
撃
す
る
場
合
の
二
様
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
前
に
引
い
た
よ
う
に

『

蹇
蹇
録』

は
大
鳥
公
使

帰
任
よ
り
前
に
清
兵
が
朝
鮮
京
城
に
到
着
し
て
い
る
可
能
性
を
記
し
て
い
る
が
、
大
鳥
自
身
が
ど
の
よ
う
に
状
況
を
認
識
し
て
い
た
か

を
示
す
貴
重
な
史
料
が
、『

時
事
新
報』

で
の
大
鳥
談
話
か
ら
一
〇
〇
年
を
経
て
、
公
刊
さ
れ
た
。
大
鳥
公
使
に
同
行
し
た
安
原
海
軍

少
佐
の
自
伝
に
よ
る
と
、
朝
鮮
に
向
か
う
途
次
、
大
鳥
と
安
原
と
の
間
に
以
下
の
よ
う
な
問
答
が
交
わ
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

時
に
大
鳥
公
私

(

マ
マ)

予
に
語
て
曰
く
或
は
清
兵
既
に
京
城
に
入
り
し
な
ら
ん
か
、
然
る
時
は
必
ら
ず
城
外
に
於
て
我
兵
と
衝
突
す
べ
し

と
、
而
し
て
我
が
兵
の
精
否
を
予
に
質
し
且
つ
城
外
附
近
の
地
形
を
細
か
に
説
明
し
た
り
き
、(

中
略)

茲
に
於
て
予
は
公
使
に

答
て
曰
く
軍
事
の
こ
と
は
一
に
小
官
等
に
委
せ
ら
れ
よ
必
ら
ず
貴
意
に
副
ふ
べ
し
と
。
是
れ
よ
り
公
使
又
た
兵
事
を
語
ら
ず

(

７)

清
兵
が
先
着
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
認
識
は
陸
奥
と
大
鳥
に
共
通
し
て
い
た
と
言
え
る
。
問
題
は
、
陸
奥
が

『

蹇
蹇
録』

で
明
示
し
な
か
っ
た
清
兵
先
着
の
意
味
で
あ
る
。
安
原
少
佐
に
よ
れ
ば
、
大
鳥
は
京
城
に
先
着
し
た
清
兵
が
海
兵
を
率
い
入
京
し
よ
う
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と
す
る
大
鳥
一
行
を
阻
止
す
る
た
め
に
武
力
攻
撃
を
仕
掛
け
て
く
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
日
本
側
が
清
軍
を
攻

撃
し
て
軍
事
衝
突
が
起
き
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
日
本
に
よ
る

｢

挑
発｣

に
乗
っ
て
清
が
攻
撃
を
行
う
と
い
う
わ
け
で
も
な

い
。
清
軍
が
意
図
的
に
日
本
公
使
の
帰
任
を
武
力
で
阻
止
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
想
定
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
清
軍
が
日
本
側
を
攻
撃
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
清
の
出
兵
意
図
が
朝
鮮
併
合
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

事
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
佐
級
の
艦
長
職
に
あ
る
軍
人
を
海
軍
陸
戦
隊
総
指
揮
官
に
充
て
よ
う
と
し

た
理
由
は
、
交
戦
の
可
能
性
を
考
慮
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
推
測
で
き
る
。
海
軍
軍
令
部
か
ら
派
遣
さ
れ
た
安
原
は
海
軍
少
佐
で

あ
り
、
朝
鮮
公
使
館
付
の
海
軍
武
官
新
納
時
亮
も
海
軍
少
佐
で
あ
る
。
大
鳥
公
使
を
護
衛
し
な
が
ら
入
京
す
る
陸
戦
隊
が
場
合
に
よ
っ

て
は
清
兵
と
銃
火
を
交
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
公
使
と
協
議
し
て
陸
戦
隊
の
指
揮
を
執
る
軍
人
と
し
て
現
地
に
お
け
る
最
も

高
位
の
海
軍
大
佐
級
の
艦
長
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

清
軍
に
よ
る
日
本
側
攻
撃
予
想
は
、
大
鳥
や
安
原
等
が
抱
い
た
だ
け
で
は
い
。
六
月
二
日
の
閣
議
で
朝
鮮
へ
の
出
兵
を
決
定
し
た
日

本
政
府
は
、
混
成
旅
団
を
編
成
し
て
派
遣
す
る
事
に
し
た
。
混
成
旅
団
派
遣
は
清
の
朝
鮮
併
合
を
牽
制
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
し

て
い
た

(

８)

。
混
成
旅
団
参
謀
と
し
て
朝
鮮
に
出
張
し
た
陸
軍
歩
兵
少
佐
長
岡
外
史
は
、
陸
軍
歩
兵
少
佐
一
戸
兵
衛
率
い
る
先
発
大
隊
と
共

に
六
月
一
一
日
下
関
を
出
帆
す
る
こ
と
に
な
る
。
船
中
、
長
岡
や
一
戸
等
は

｢

無
論
支
那
は
、
軍
艦
の
精
鋭
を
盡
し
て

(

総
兵
聶
士
成
、

直
隷
提
督
葉
士
超
の
率
い
る
兵
を
載
せ
た)

是
れ
等
の
運
送
船
を
護
送
す
る
で
あ
ら
う
。
然
る
に
定
遠
、
鎮
遠
の
如
き
有
力
の
戦
闘
艦

は
、
我
が
日
本
に
は
一
隻
も
な
い
。
先
づ
当
分
の
間
朝
鮮
海
の
海
権
は
、
支
那
の
掌
中
を
離
れ
ぬ
で
あ
ら
う
。
葉
士
超
の
統
率
す
る
軍

隊
は
、
京
城
へ
の
捷
路
で
、
且
揚
陸
の
容
易
な
る
仁
川
に
上
陸
す
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
直
に
京
城
に
進
入
し
て
王
都
を
占
領
し
、
以

て
天
下
に
号
令
す
る
で
あ
ら
う｣

と
予
想
し
た

(

９)

。
朝
鮮
併
合
を
意
図
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
朝
鮮
西
海
岸
の
制
海
権
を
清
が
掌
握

す
る
こ
と
を
前
提
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
一
戸
大
隊
が
無
事
仁
川
に
上
陸
で
き
る
か
ど
う
か
予
断
を
許
さ
な
い
。
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大
本
営
も
清
海
軍
に
よ
っ
て
一
戸
大
隊
の
仁
川
上
陸
が
不
可
能
と
な
る
可
能
性
を
否
定
せ
ず

｢

仁
川
港
若
く
は
其
附
近
に
上
陸｣

す
る

よ
う
命
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
牙
山
湾
や
群
山
湾
な
ど
に
着
い
た
と
し
て
も
上
陸
資
材
も
な
く
上
陸
後
入
京
ま
で
の
食
糧
な
ど
の
補
給

も
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め

｢

敵
の
砲
火
を
冒
し
て
、
運
送
船
を
仁
川
埠
頭
に
乗
り
著
け
、
海
中
に
飛
込
ま
う
で
は
な
い
か
、
と
い

ふ
が
如
き
暴
論
も
出
た｣ (�)
と
い
う
。

二

日
清
共
同
朝
鮮
内
政
改
革
論
と
政
府
の
軍
統
制

大
鳥
公
使
が
京
城
に
帰
任
す
る
際
に
清
軍
か
ら
の
攻
撃
が
あ
り
得
る
も
の
と
予
想
し
て
い
た
と
す
る
安
原
自
伝
の
記
述
は
、
他
の
史

料
に
照
ら
し
て
も
肯
首
し
得
る
。
日
本
政
府
を
始
め
陸
軍
も
海
軍
も
、
清
の
朝
鮮
併
合
説
を
前
提
に
清
側
が
日
本
側
を
攻
撃
す
る
可
能

性
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

朝
鮮
出
兵
に
関
連
し
て
朝
鮮
に
出
張
す
る
外
交
官
や
軍
隊
指
揮
官
に
対
し
て
幾
つ
か
の
訓
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
第
一
群
は
、
六
月

四
日
か
ら
五
日
に
か
け
て
出
さ
れ
た
、
朝
鮮
に
出
張
す
る
者
が
所
属
す
る
組
織
の
長
か
ら
う
け
た
訓
令
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
六
月
四

日
付
の
大
鳥
公
使
宛
陸
奥
外
相
訓
令

(

全
九
項) (�)
の
他
に
、
六
月
五
日
付
の
混
成
旅
団
長
大
島
義
昌
陸
軍
少
将
宛
参
謀
総
長
命
令

(�)

と
同

日
付
の
常
備
艦
隊
司
令
長
官
伊
東
祐
亨
海
軍
中
将
宛
海
軍
大
臣
訓
令
が
あ
る

(�)
。
こ
の
三
つ
の
中
で
は
、
大
鳥
公
使
宛
訓
令
が
最
も
詳
細

で
重
要
な
位
置
を
有
し
て
い
る
。
上
奏
さ
れ
総
理
大
臣
・
陸
軍
大
臣
・
海
軍
大
臣
へ
も
写
し
が
送
付
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二

群
は
、
朝
鮮
に
出
張
す
る
陸
軍
、
海
軍
の
代
表
に

(

大
島
陸
軍
少
将
と
伊
東
海
軍
中
将)

対
す
る
六
月
八
日
付
け
の
伊
藤
総
理
大
臣
訓

令
で
あ
る

(

大
島
宛
と
伊
東
宛
は
前
文
の
表
現
が
陸
軍
と
海
軍
の
違
い
反
映
し
た
若
干
の
相
違
が
あ
る
が
訓
令
内
容
は
全
八
項
で
同
文)

。
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伊
藤
総
理
大
臣
訓
令
は
、
井
上
毅
文
部
大
臣
が
伊
藤
総
理
の
為
に
起
案
し
た
も
の
を
陸
奥
外
相
が
六
月
六
日
に
修
正
を
加
え
七
日
の
閣

議
決
定
を
経
て
八
日
に
天
皇
の
裁
可
を
得
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

(�)

。
こ
れ
ら
は
、
大
鳥
公
使
宛
訓
令
と
同
様
の
重
み
を
有
し
て
い

る
。
第
三
は
、
六
月
六
日
付
け
混
成
旅
団
長
大
島
義
昌
陸
軍
少
将
宛
参
謀
総
長
訓
令

(

全
七
項) (�)

で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
群
の
訓
令
が
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
見
て
お
こ
う
。

『

蹇
蹇
録』
に
お
い
て
陸
奥
は
、
大
鳥
が
東
京
を
出
発
す
る
に
際
し

｢

最
も
精
細
な
る
数
件
の
訓
令｣

を
与
え
た
と
し
て
三
つ
の
要

旨
を
記
し
て
い
る
。
第
一
に
、
相
当
の
軍
隊
を
朝
鮮
に
派
遣
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、｢

極
め
て
や
む
を
え
ざ
る
の
場
合
に

及
ぶ
ま
で
は
平
和
の
手
段
を
以
て
時
局
を
了
結
す
る
こ
と
を
第
一
義
と
す
べ
し
と
心
得
べ
し
と
い
う
の
要
旨｣

を
以
て
し
た
。
そ
し
て
、

第
三
に
、｢

右
訓
令
中
、
も
し
時
局
急
促
し
て
本
国
政
府
の
訓
令
を
請
う
暇
な
き
場
合
あ
る
に
お
い
て
は
、
同
公
使
が
適
当
と
思
料
す

る
臨
機
処
分
を
施
す
こ
と
を
得
べ
し
と
の
一
項
を
も
加｣

え
た
。
こ
の
臨
機
処
分
に
つ
い
て
陸
奥
は
、｢

こ
の
訓
令
中
に
は
あ
た
か
も

表
裏
二
個
の
主
義
を
含
有
し
た
る
の
観
な
き
能
は
ざ
る
も｣

、｢

非
常
な
る
権
力
を
附
与｣

す
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
っ
た

と
述
べ
て
い
る

(�)
。

九
項
目
か
ら
成
る
六
月
四
日
付
の
大
鳥
公
使
宛
陸
奥
外
相
訓
令
を
大
き
く
分
け
れ
ば
、
①
公
館
、
居
留
民
保
護
と
い
う
出
兵
目
的

(

名
義)

を
確
認
す
る
部
分

(

第
三
項)

、
②
出
兵
は
済
物
浦
条
約
に
基
づ
き
天
津
条
約
の
手
続
き
を
踏
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
出
兵

の
法
的
根
拠
や
手
続
き
を
確
認
す
る
す
る
部
分

(

第
二
、
四
、
六
、
七
項)

、
③
日
清
両
国
軍
の
衝
突
を
避
け
な
が
ら
朝
鮮
内
乱
の
鎮

定
に
日
本
軍
も
参
加
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
部
分

(

第
三
、
五
項)
、
④
兵
力
を
以
て
朝
鮮
や
諸
外
国
の
公
館
や
人
々
に
保
護
を
与
え

る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
部
分

(

第
八
項)

、
⑤
大
鳥
に
対
す
る
臨
機
処
分
の
権
限
即
ち
、
第
一
か
ら
第
八
項
に

｢

列
記
せ
ざ
る
の
事
項

に
し
て
急
速
を
要
し
電
訓
を
請
は
る
ヽ
暇
な
き
と
き
は
閣
下
に
於
て
臨
機
処
分
せ
ら
る
べ
き
事
。
尤
も
此
場
合
に
は
後
に
て
電
信
又
は

書
信
に
て
速
か
に
事
状
を
具
報｣

す
る
よ
う
命
じ
た
第
九
項
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。｢

遣
外
使
臣
は
本
国
政
府
の
訓
令
以
上
に
行
動
す
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る
能
は
ず
、
又
訓
令
以
外
に
行
動
す
る
を
許
さ
れ
な
い
の
は
現
代
外
交
組
織
の
根
本
義
で
、
使
臣
が
任
地
に
て
独
断
壇
行
を
や
っ
た
り
、

又
は
本
国
政
府
の
訓
令
に
逆
捩
を
喰
は
す
や
う
で
は
、
啻
に
官
紀
の
論
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
国
家
の
外
交
方
針
を
対
手
国
の
前
に
徹

底
せ
し
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
実
際
上
の
不
利
不
便
を
醸
す
か
ら
、
断
じ
て
避
け
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
論
を
俟
な
い
。
そ
れ
丈
、
外
務

大
臣
の
在
外
使
臣
へ
の
訓
令
は
明
確
、
周
到
、
緊
括
、
堅
勁
、
一
言
し
に
て
云
へ
ば
、
能
く
要
領
を
得
、
使
臣
を
し
て
惑
ふ
勿
ら
し
む

る
も
の
た
る
を
要
す
る｣ (�)
こ
と
が
原
則
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば

｢

臨
機
処
分｣

権
の
付
与
は
、
陸
奥
が
言
う
よ
う
に
、
例
外
的
で
あ
る

と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
以
て
、
あ
た
か
も
、
日
本
が
清
に
対
し
て
戦
争
を
仕
掛
け
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
議
論
を
展
開

す
る
と
お
か
し
な
こ
と
に
な
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
伊
藤
首
相
と
陸
奥
外
相
が
意
図
し
た
出
兵
の
政
略
目
的
は
、
日
清
共
同
朝
鮮
内
政
改
革
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
た
め
大
鳥
公
使
宛
外
相
訓
令
第
三
項
は
｢

若
し
朝
鮮
政
府
に
於
て
変
乱
鎮
定
の
為
め
帝
国
兵
力
の
援
助
を
乞
ふ
と
き
は
該
地
出
張
の

帝
国
陸
軍
総
指
揮
官
と
協
議
の
上
朝
鮮
政
府
の
請
求
に
応
ぜ
ら
る
べ
き
事｣

と
し
、
第
五
項
は

｢

帝
国
兵
員
に
し
て
若
し
清
国
兵
員
と

同
一
地
に
駐
屯
す
る
か
若
く
は
又
均
く
朝
鮮
政
府
の
請
求
に
依
り
戦
地
に
出
陣
す
る
場
合
あ
る
と
き
は
彼
此
衝
突
を
引
き
起
さ
ゞ
る
様

十
分
意
を
用
ひ
ら
る
べ
き
事｣

と
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
項
と
第
五
項
訓
令
は
、
日
清
共
同
朝
鮮
内
政
改
革
の
手
が
か
り
を
つ

か
む
た
め
の
内
乱
鎮
定
圧
行
動
に
お
い
て
必
要
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
政
略
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
六
月
五
日
付
陸

海
軍
関
係
訓
令
は
、
派
遣
陸
海
軍
に
対
し
て
大
鳥
公
使
と

｢
外
交
上
に
関
す
る
事
項｣

に
関
し
て
協
議
し
た
り

｢

気
脈
を
通
じ｣

る
よ

う
命
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
更
に
、
伊
藤
首
相
訓
令
の
第
六
項
は

｢
若
朝
鮮
政
府
危
急
に
至
り
彼
よ
り
我
が
公
使
を
経
て
救
援
を
求

む
る
こ
と
あ
る
の
場
合
に
至
ら
ば
更
に
公
使
よ
り
政
府
の
旨
を
伝
ふ
る
べ
き
に
依
り
臨
機
鎮
圧
の
処
分
に
及
ぶ
べ
し｣

と
す
る
。
出
兵

の
政
略
目
標
実
現
に
む
け
た
朝
鮮
内
乱
鎮
定
に
日
本
軍
が
協
力
す
る
こ
と
は
、
日
本
政
府
の
意
思
決
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。

故
に
出
先
軍
は
大
鳥
公
使
や
日
本
政
府
の
意
思
に
従
う
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
島
少
将
宛
参
謀
総
長
訓
令
第
四
項
で
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は
、｢

変
乱
鎮
定
の
為
め
朝
鮮
政
府
よ
り
帝
国
軍
隊
の
助
力
を
請
求
す
る
と
き
は
公
使
と
協
議
の
上
之
に
従
事
あ
る
べ
し
。
然
れ
ど
も

作
戦
の
事
は
固
よ
り
一
に
貴
官
の
専
行
た
る
べ
し｣

と
出
先
軍
に
対
し
て
政
府
や
公
使
の
方
針
に
従
う
よ
う
命
じ
た
。
内
乱
軍

(

い
わ

ゆ
る
東
学
党
軍)

に
対
し
て
軍
事
力
を
以
て
朝
鮮
政
府
を
支
援
す
る
か
ど
う
か
は
政
府
が
決
定
す
る
事
項
で
あ
り
公
使
を
通
じ
て
伝
え

ら
れ
る
政
府
決
定
に
軍
は
従
う
こ
と
。
こ
う
し
た
政
治
決
定
の
あ
り
方
を
前
提
と
し
て
、
出
先
軍
の
独
立
し
た
権
限
は
内
乱
鎮
定
作
戦

に
伴
う
軍
事
内
在
的
専
門
技
術
の
行
使
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
軍
事
組
織
の
運
用
や
軍
事
力
の
行
使
に
関
し
て
、
日
本
政
府

大
鳥
公
使

出
先
軍
と
い
う
階
層
的
秩
序
が
存
在
し
て
い
た
事
を
以
上
か
ら
読
み
取
る
事
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
階
層
的
秩
序
は
、
日
清
両
軍
衝
突
防
止
を
命
じ
る
項
目
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
陸
奥
外
相
訓
令
第
五
項
は
、
日

本
軍
が
も
し
清
国
兵
と
同
一
地

(
例
え
ば
京
城
な
ど
が
想
定
で
き
よ
う)

に
駐
屯
し
た
り
、
朝
鮮
政
府
の
請
求
に
よ
っ
て
内
乱
鎮
圧
作

戦
を
実
行
す
る
場
合
に
は
清
軍
と
衝
突
を
起
さ
な
い
よ
う
十
分
注
意
す
る
よ
う
命
じ
る
が
、
伊
藤
首
相
訓
令
第
八
項
も

｢

若
清
国
よ
り

出
兵
の
事
あ
ら
ば
互
に
軍
隊
の
相
当
な
る
敬
礼
を
守
り
衝
突
を
避
け
細
故
を
以
て
隣
誼
を
敗
ら
ざ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
し｣

と
現
地
の

軍
指
揮
官
に
重
ね
て
注
意
を
喚
起
し
、
参
謀
総
長
訓
令
第
五
項
で
も

｢

若
し
清
国
軍
隊
と
共
に
戦
地
に
出
張
し
或
は
同
一
地
方
に
駐
在

す
る
と
き
は
公
使
と
協
議
区
処
し
て
彼
我
の
衝
突
を
来
さ
ヾ
る
こ
と
に
注
意
あ
る
べ
し｣

と
命
じ
て
い
た
。
政
府
は
政
略
目
的
達
成
に

む
け
て
軍
を
統
制
す
る
、
軍
は
政
府
の
政
略
目
標
に
協
力
す
る
と
い
う
関
係
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

三
つ
の
訓
令
群
の
関
係
は
、
①
大
鳥
公
使
宛
外
相
訓
令
は
内
閣
が
示
す
出
先
の
行
動
指
針
で
あ
り
、
②
伊
藤
首
相
に
よ
る
出
先
陸
海

軍
指
揮
官
に
対
す
る
訓
令
は
、
政
府
・
公
使
の
方
針
に
出
先
軍
が
従
い
政
府
方
針
を
支
援
す
べ
き
こ
と
を
徹
底
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

③
参
謀
総
長
訓
令
で
専
門
技
術
的
な
部
分
が
言
及
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。｢

内
閣
総
理
大
臣
は
機
務

を
奏
宣
し
、
旨
を
承
け
て
大
政
の
方
向
を
指
示
し
、
各
部
統
督
せ
ざ
る
所
な
し｣
、｢

若
夫
れ
国
の
内
外
の
大
事
に
至
て
は
、
政
府
の
全

局
に
関
係
し
、
各
部
の
専
任
す
る
所
に
非
ず
。
而
し
て
謀
猷
措
画
必
各
大
臣
の
協
同
に
依
り
、
互
相
推�
す
る
こ
と
を
得
ず
。
此
の
時
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に
当
て
各
大
臣
を
挙
げ
て
全
体
責
任
の
位
置
を
取
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
固
よ
り
其
の
本
分
な
り｣ (�)

と
伊
藤
博
文
は
大
臣
の
輔
弼
責
任

論
を
示
し
た
が
、｢

内
閣
官
制｣

下
に
あ
っ
て
も
首
相
の
優
越
的
な
権
限
は
維
持
さ
れ
て
お
り
、

(�)

伊
藤
首
相
の
政
治
指
導
が
以
上
の
諸

訓
令
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

三

清
の
朝
鮮
併
合
説
と
臨
機
処
分
権

右
で
は
、
近
代
的
装
備
を
有
し
訓
練
を
積
ん
だ
日
本
軍
が
朝
鮮
政
府
や
清
軍
と
基
本
的
に
協
力
的
な
関
係
に
あ
る
場
合
が
想
定
さ
れ

て
い
る
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
、
大
鳥
公
使
宛
外
相
訓
令
第
九
項
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
は
違
う
。
訓
令
第
九
項
の
臨
機
処
分
規
定

は
、
清
の
朝
鮮
併
合
説
に
基
づ
く
清
兵
の
大
鳥
公
使
一
行
へ
の
武
力
攻
撃
に
対
応
し
た
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ

の
あ
た
り
の
事
情
を
長
岡
陸
軍
少
佐
は
、
混
成
旅
団
長
宛
訓
令
に
関
し
て

｢

余
り
綿
密
な
る
訓
令
は
、
却
っ
て
臨
機
応
変
の
処
置
を
拘

束
す
る
の
嫌
ひ
あ
り
、
殊
に
敵
の
為
に
通
信
の
管
鑰
を
握
ら
れ
、
制
海
権
さ
へ
も
其
の
手
中
に
制
せ
ら
れ
む
と
す
る
懸
念
あ
る
の
時
に

在
っ
て
は
、
絶
対
に
不
必
要
で
あ
る
か
ら
、
極
め
て
単
簡
に
、『

唾
を
吐
き
掛
け
ら
れ
た
位
で
は
堪
忍
せ
よ
、
突
飛
ば
さ
れ
て
、
溝
の

中
に
叩
き
落
さ
れ
た
場
合
に
は
、
開
戦
し
て
差
支
へ
無
い
と
か
、
或
は
又
、
其
れ
で
も
隠
忍
せ
よ
、
と
い
ふ
が
如
き
こ
と
が
分
れ
ば
沢

山
で
あ
る』

と
ま
で
進
言｣

し
た
と
い
う

(�)
。
清
に
よ
る
朝
鮮
併
合
策
が
実
行
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
制
海
権
も
握
ら
れ
電
信
の
使
用
も
期

待
で
き
ず
本
国
と
の
通
信
が
途
絶
し
か
ね
な
い
状
況
の
中
で
、
清
軍
に
よ
る
大
鳥
公
使
一
行
へ
の
攻
撃
す
ら
も
想
定
に
入
れ
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
場
合
、
武
力
行
使
の
判
断
は
、
大
鳥
公
使
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
朝
鮮
に
出
張
す
る
外
交
官
と

論 説
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陸
軍
・
海
軍
間
の
連
絡
調
整
に
当
た
る
陸
軍
・
海
軍
武
官
に
対
す
る
陸
軍
大
臣
・
海
軍
大
臣
訓
令
は
、
日
本
の
出
兵
は
公
館
・
居
留
民

保
護
の
為
で
あ
り

｢

決
し
て
清
国
と
事
を
起
こ
す
が
為
め
に
あ
ら
ざ
る
は
断
言
し
置
く｣

と
述
べ
、｢

我
軍
隊
と
彼
軍
隊
と
の
衝
突
は

飽
迄
此
を
避
け｣

る
よ
う
求
め
て
い
る

(�)
。
日
本
が
望
ん
で
清
と
の
戦
争
を
企
画
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
清
か
ら
戦
争

を
仕
掛
け
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
六
月
一
一
日
、
海
軍
大
臣
は
出
先
に
対
し
て

｢

我
兵
と
支
那
兵

と
の
間
に
行
違
起
り
た
り
と
も
其
事
実
判
然
せ
ず
誤
解
之
為
め
開
戦
せ
ざ
る
様｣

注
意
し
、｢

若
し
我
れ
よ
り
開
戦
を
要
す
る
場
合
に

て
も
止
む
を
得
ず
の
外
、
我
公
使
の
通
知
を
得
て
其
事
実
を
明
に
し
正
当
な
る
理
由
に
依
り
て
着
手｣

す
る
よ
う
命
じ
て
い
る

(�)

。
原
則

と
し
て
、
開
戦
の
是
非
の
判
断
は
公
使
に
委
ね
る
事
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

清
軍
の
攻
撃
を
受
け
た
場
合
を
想
定
し
て
出
先
の
大
鳥
公
使
に
臨
機
処
分
権
を
与
え
た
の
は
特
異
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
陸
奥
の
言
う

｢

表
裏
二
個
の
主
義｣

を
、
表
面
的
に
は
戦
争
回
避
を
よ
そ
お
い
な
が
ら
実
の
と
こ
ろ
は
清
に
対
し
て
戦
争
を
仕

掛
け
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
た
の
だ
、
と
解
し
て
は
な
る
ま
い
。
陸
奥
外
相
の
大
鳥
公
使
に
対
す
る
指
令
は
、
対
清
協
調
に
よ
っ
て
日
清

共
同
朝
鮮
内
政
改
革
の
手
が
か
り
を
つ
か
む
と
い
う
政
略
目
的
を
反
映
し
た
部
分
と
、
想
定
さ
れ
て
い
た
清
の
朝
鮮
併
合
策
と
大
鳥
一

行
に
対
す
る
武
力
攻
撃
へ
の
対
応
を
反
映
し
た
部
分
か
ら
成
っ
て
い
た
。
外
相
訓
令
が
内
包
す
る
二
つ
の
方
向
性
は
、
六
月
二
日
内
閣

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
出
兵
方
針
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

大
鳥
回
顧
談
に
み
る
朝
鮮
帰
任
時
の
大
鳥
と
陸
奥
と
の
会
話
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
陸
奥
と
大
鳥
が

｢

支
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那
を
遣
付
け
よ
う｣

と
す
る
開
戦
論
者
像
の
傍
証
史
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、｢

生
還
を
期
せ
な

い｣
と
い
う
大
鳥
の
覚
悟
は

｢

支
那
を
遣
付
け｣

る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
や
っ
つ
け
ら
れ
る
危
険
性
の
表
現
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。

大
鳥
公
使
帰
任
の
最
悪
の
事
態
を
考
え
る
と
、
大
鳥
公
使
と
陸
奥
外
相
と
の
間
で
、｢

今
度
は
生
還
を
期
せ
な
い
よ
と
云
ふ
と
、
陸

奥
は
熱
涙
を
揮
っ
て
君
が
死
ね
ば
僕
が
確
か
に
骨
を
拾
ふ
緊
か
り
遣
て
呉
れ
給
え｣

と
い
う
や
り
と
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
自
然
で

は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
や
り
と
り
は
出
兵
決
定
段
階
で
日
本
政
府
と
陸
海
軍
が
共
有
し
て
い
た
危
惧
の
念
の
発
露

と
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
陸
奥
や
大
鳥
が
そ
の
時
点
で
対
清
開
戦
派
で
あ
っ
た
と
い
う
事
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る

(�)
。

引
用
文
は
、
片
仮
名
を
平
仮
名
に
直
し
、
漢
字
を
当
用
漢
字
に
直
し
、
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
所
が
あ
る
。
引
用
文
中
の
傍
線
と

(
)

は
、
特
に
こ

と
わ
ら
な
い
限
り
、
引
用
者
に
よ
る
。

(

１)
｢

男
爵

大
鳥
圭
介
君
談

日
清
戦
役
と
韓
国｣

『

時
事
新
報』

一
九
一
〇
年
八
月
二
四
日
。

引
用
文
中
の
傍
線
部
は
、
石
河
幹
明

『

福
沢
諭
吉
伝』

第
三
巻

(

岩
波
書
店
、
一
九
三
二
年)

七
〇
八

七
〇
九
頁
に
引
か
れ
て
い
る
。

大
鳥
の
伝
記
、
山
崎
有
信

『

大
鳥
圭
介
伝』

(

北
文
館
、
一
九
一
五
年
、
マ
ツ
ノ
書
店
復
刻
二
〇
一
〇
年
、
三
五
四
頁)

で
は
、｢

男
は
陸
奥

外
相
に
告
ぐ
る
に

『

今
回
の
事
変
は
顧
ふ
に
尋
常
一
様
の
事
に
あ
ら
ず
、
余
は
幸
に
し
て
今
日
が
最
後
と
な
ら
ん
、
生
て
使
命
を
辱
む
る
が
如

き
は
不
肖
の
為
さ
ざ
る
所
な
り』

と
。
陸
奥
外
相
之
を
聞
い
て
男
の
手
を
握
り
、『

足
下
に
此
の
決
心
あ
ら
ば
予
亦
何
を
か
憾
ま
ん
若
し
吾
兄
殉

難
の
報
致
ら
ば
其
の
骨
を
拾
ふ
も
の
は
必
ず
此
の
陸
奥
な
る
を
記
憶
せ
ら
れ
よ』

と
共
に
感
涙
に
咽
び
た
り｣

と
記
さ
れ
て
い
る
。

(

２)

信
夫
清
三
郎

『

陸
奥
外
交』

(

叢
文
閣
、
一
九
三
五
年)

一
四
六
頁
。

(

３)

同
右
、
八
五
、
一
〇
七
、
一
三
五
、
一
三
七
頁
。

論 説
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(

４)

陸
奥
宗
光
著
、
中
塚
明
校
注

『

蹇
蹇
録』

(

岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
年)

二
五
、
四
二
頁
。

(
５)

樋
口
雄
彦

『

海
軍
諜
報
員
に
な
っ
た
旧
幕
臣

海
軍
少
将
安
原
金
次
自
伝』
(

芙
蓉
書
房
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
以
下

『

安
原
自
伝』)

一
六

六
頁
。

(

６)

同
右
、
一
六
七
頁
。
六
月
八
日
に
常
備
艦
隊
の
松
島
と
千
代
田
が
仁
川
に
入
港
し
た
た
め
、
実
際
に
は
四
〇
〇
名
余
の
海
兵
が
上
陸
す
る
こ

と
に
な
る

(
海
軍
軍
令
部
編

『

廿
七
八
年
海
戦
史』

上
巻
、
春
陽
堂
、
一
九
〇
五
年
、
四
三

四
六
頁)

。

ま
た
、
常
備
艦
隊
司
令
長
官
海
軍
中
将
伊
東
祐
亨
の
存
在
は
、
陸
戦
隊
総
指
揮
官
兼
大
隊
長
の
選
任
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
。

(

７)
『

安
原
自
伝』

、
一
六
八
頁
。

(

８)

拙
稿

｢『

征
清
用
兵

隔
壁
聴
談』

と
日
清
戦
争
研
究｣

『

熊
本
法
学』

一
二
二
号
、
二
〇
一
一
年
、
一
八
四
頁
。

(

９)

長
岡
外
史

『

新
日
本
の
鹿
島
立』

(
小
林
川
流
堂
、
一
九
二
〇
年)

一
二
頁
。

(�)
同
右
、
一
三
頁
。
一
八
九
四
年
六
月
八
日
付
混
成
旅
団
長
宛
大
本
営
命
令
、
参
謀
本
部
編

『

明
治
二
十
七
八
年

日
清
戦
史』

第
一
巻

(

東

京
印
刷
株
式
会
社
、
一
九
〇
四
年)

付
録
第
一
一
。

(�)
外
務
省
編

『

日
本
外
交
文
書』

(

巌
南
堂
、
一
九
五
三
年)

第
二
七
巻
第
二
冊
、
五
〇
七
文
書
。

(�)
全
文
は
以
下
の
通
り
。

一
、
朝
鮮
国
に
内
乱
蜂
起
す
同
国
に
在
る
本
邦
公
使
館
領
事
館
及
国
民
を
保
護
の
為
め
軍
隊
を
派
遣
す

二
、
混
成
旅
団
は
仁
川
港
若
く
は
其
附
近
に
上
陸
し
首
と
し
て
京
城
及
仁
川
に
在
る
者
を
保
護
す
べ
し

旅
団
中
よ
り
歩
兵
一
中
隊

(

一
小
隊
欠)

を
釜
山
に
、
歩
兵
一
小
隊
を
元
山
に
分
遣
し
其
地
に
在
る
者
を
保
護
せ
し
む
べ
し
但
し
此
兵
は

第
二
次
輸
送
の
内
よ
り
派
遣
す
べ
し

三
、
保
護
の
方
法
及
外
交
上
に
関
す
る
事
項
に
関
し
て
は
常
に
彼
地
に
在
る
本
邦
公
使
と
協
議
す
べ
し
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『

明
治
二
十
七
八
年

日
清
戦
争』

第
一
巻
、
附
録
第
一
一
。

(�)
全
文
は
以
下
の
通
り
。｢

朝
鮮
暴
徒
の
勢
益
盛
な
り
。
我
公
使
館
及
人
民
保
護
の
為
め
コ
ム
セ
イ
一
旅
団
を
派
遣
せ
ら
る
。
貴
官
は
該
国
に
派

遣
し
た
る
海
軍
を
指
揮
し
、
我
公
使
領
事
と
互
に
気
脈
を
通
じ
我
陸
軍
と
共
謀
し
て
我
居
留
地
を
保
護
し
、
又
海
上
通
商
の
保
護
等
外

(

マ
マ)

方
面
に

於
け
る
海
軍
任
務
の
執
行
に
任
ず
べ
し｣

。
常
備
艦
隊
司
令
長
官

｢

旗
密
書
類
綴｣

防
衛
省
防
衛
研
究
所
図
書
館
蔵
。
前
掲

『

廿
七
八
年
海
戦
史』

上
巻

(

四
三
頁)

引
用
の
も
の
と
は
若
干
の
字
句
の
違
い
が
あ
る
。

(�)
｢

陸
奥
宗
光
文
書｣
七
四

七
、
七
四

八
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。｢

公
文
別
録｣

２
Ａ

別

１
６
５
、
件
一
三
、
件
一
四
、

国
立
公
文
書
館
蔵
。
一
八
九
四
年
六
月
伊
藤
博
文
宛
井
上
毅
書
翰
、
一
八
九
四
年
六
月
六
日
付
伊
藤
宛
陸
奥
書
翰

『

伊
藤
博
文
関
係
文
書』

(

同

文
書
研
究
会
編
、
塙
書
房
、
一
九
七
三

八
一
年)

第
一
巻
、
三
四
一

三
四
二
頁

(

第
七
二
文
書)

、
第
七
巻
、
二
九
二
頁
。
井
上
毅
書
翰
は

明
治
一
五
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
見
て
明
治
二
七
年
六
月
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

訓
令
は
以
下
の
通
り
。

一

出
兵
の
目
的
は
公
使
館
領
事
館
及
帝
国
臣
民
を
保
護
す
る
に
在
る
こ
と
に
着
眼
す
べ
し
。

二

公
使
館
領
事
館
及
帝
国
臣
民
保
護
の
手
続
き
は
緊
急
の
場
合
に
於
け
る
臨
機
処
分
の
外
全
権
公
使
と
協
議
す
べ
し
。
若
し
意
見
合
わ
ざ
る

こ
と
あ
る
も
兵
機
に
係
る
場
合
の
外
公
使
の
議
に
従
う
べ
し
。

三

京
城
の
外
各
所
の
居
留
帝
国
臣
民
を
保
護
す
る
必
要
あ
り
て
一
々
公
使
と
協
議
す
る
を
得
ざ
る
場
合
に
於
て
は
該
地
駐
在
の
帝
国
領
事
と

協
議
す
べ
し
。
但
し
若
し
公
使
若
く
は
領
事
と
協
議
を
経
る
の
便
宜
な
き
と
き
は
処
分
の
後
報
告
す
べ
し
。

四

公
使
館
領
事
館
及
帝
国
臣
民
を
保
護
す
る
為
め
正
当
防
衛
を
要
す
る
場
合
の
外
は
朝
鮮
国
の
内
乱
に
干
渉
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
に
注
意
す

べ
し
。

五

帝
国
公
使
よ
り
要
求
あ
る
と
き
は
各
国
及
朝
鮮
人
民
を
も
場
合
に
依
り
て
相
当
の
保
護
を
与
う
べ
し
。
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六

若
朝
鮮
政
府
危
急
に
至
り
彼
よ
り
我
が
公
使
を
経
て
救
援
を
求
む
る
こ
と
あ
る
の
場
合
に
至
ら
ば
、
更
に
公
使
よ
り
政
府
の
旨
を
伝
ふ
る

べ
き
に
依
り
臨
機
鎮
圧
の
処
分
に
及
ぶ
べ
し
。

七

若
朝
鮮
国
王
又
は
其
の
貴
顕
又
は
各
国
駐
在
の
官
吏
に
し
て
目
前
に
危
急
の
場
合
に
迫
る
を
見
受
る
と
き
は
当
然
保
護
の
処
分
を
怠
る
べ

か
ら
ず
。

八

若
清
国
よ
り
出
兵
の
事
あ
ら
ば
互
に
軍
隊
の
相
当
な
る
敬
礼
を
守
り
衝
突
を
避
け
細
故
を
以
て
隣
誼
を
敗
ら
ざ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
し
。

(�)
『

明
治
二
十
七
八
年

日
清
戦
史』

第
一
巻
、
付
録
第
一
二
。

(�)
『

蹇
蹇
録』

四
三
頁
。

(�)
信
夫
淳
平

『

外
交
側
面
談』

(
聚
芳
園
、
一
九
二
七
年)

二
五
八

二
五
九
頁
。

(�)
伊
藤
博
文
著
、
宮
沢
俊
義
校
注

『
憲
法
義
解』

(

岩
波
文
庫
、
一
九
四
〇
年)

八
七
、
八
八
頁
。

(�)
坂
本
一
登

｢

明
治
二
十
二
年
の
内
閣
官
制
に
つ
い
て
の
一
考
察｣

犬
塚
孝
明
編

『

明
治
国
家
の
政
策
と
思
想』

(

吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
五
年)

を
参
照
の
こ
と
。

(�)
長
岡
前
掲

『

新
日
本
の
鹿
島
立』

七
頁
。

(�)
一
八
九
四
年
六
月
七
日
付
安
原
金
次
海
軍
少
佐
、
伊
集
院
五
郎
海
軍
少
佐
宛
西
郷
従
道
海
相
内
訓

｢

明
治
廿
七
八
年
戦
時
書
類｣

(

明
治
二
七

年)

巻
二
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
図
書
館
蔵
。
ま
た
、
一
八
九
四
年
六
月
七
日
付
福
島
安
正
陸
軍
歩
兵
中
佐
、
上
原
勇
作
陸
軍
工
兵
少
佐
宛
大

山
巌
陸
軍
大
臣
内
訓

『

元
帥
上
原
勇
作
伝』

上
巻

(

同
伝
記
編
纂
委
員
会
編
、
同
伝
記
刊
行
会
、
一
九
三
七
年)

一
五
四

一
五
五
頁
。

(�)
一
八
九
四
年
六
月
一
一
日
伊
東
祐
亨
常
備
艦
隊
司
令
長
官
宛
西
郷
海
相

｢
明
治
廿
七
八
年
戦
時
書
類｣

(

明
治
二
七
年)

巻
一
。

(�)

陸
奥
外
相
の
下
で
外
務
次
官
を
務
め
て
い
た
林
董
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

(

由
井
正
臣
校
注

『

後
は
昔
の
記
他

林
董
回
顧
録』

平
凡
社
、
一
九
七
〇
年
、
よ
り)

。
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｢

総
理
大
臣
は
、
親
し
く
公
使
に
戒
飭
し
て
、
清
国
駐
在
官
袁
世
凱
と
協
議
し
て
、
成
丈
平
和
に
事
を
纏
む
る
こ
と
を
令
す
。
外
務
大
臣
も

亦
た
、
同
様
の
意
を
以
て
書
面
の
訓
令
を
附
与
し
、
且
つ
口
頭
を
以
て
訓
令
し
て
曰
く
、『

成
丈
平
穏
終
局
を
望
む
と
雖
も
、
我
国
は
前
二
回
に

毀
損
し
た
る
面
目
を
回
復
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
韓
国
に
於
て
は
、
優
勢
を
取
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
之
れ
最
も
等
閑
に
附
す
べ
か
ら
ざ
る
大
主
眼

な
る
を
以
て
、
或
は
干
戈
に
訴
う
る
の
已
む
を
得
ざ
る
に
至
る
と
も
、
予
は
辞
せ
ざ
る
決
心
な
り
。
故
に
、
閣
下
の
措
置
に
し
て
、
縦
し
此
の

方
向
に
進
ん
で
平
和
の
破
る
る
こ
と
あ
る
と
も
、
其
は
予
が
十
分
に
責
任
を
負
う
が
故
に
、
閣
下
は
寧
ろ
過
激
と
思
う
も
顧
慮
す
る
処
な
く
、

断
然
た
る
措
置
を
執
ら
る
べ
し』

と
云
う｣

(『

後
は
昔
の
記』

二
五
七
頁)

。

｢

先
之
在
韓
公
使
大
鳥
圭
介
氏
は
、
六
月
五
日
水
兵
四
、
五
百
人
を
得
て
東
京
を
発
程
し
、
京
城
の
任
所
に
赴
く
。
氏
が
総
理
大
臣
よ
り
受

け
た
る
旨
は
、
我
国
の
栄
誉
と
利
益
と
を
傷
け
ざ
る
限
り
は
成
た
け
事
を
穏
便
に
片
付
く
べ
し
と
い
う
に
在
り
。
外
務
大
臣
よ
り
表
向
き
の
訓

令
も
亦
之
と
同
様
の
意
義
を
帯
び
た
る
文
面
な
り
。
さ
れ
ど
外
務
大
臣
は
、
親
し
く
大
鳥
氏
に
語
り
て
曰
く
、『

縦
令
事
の
往
違
よ
り
、
又
は
公

使
の
果
断
よ
り
戦
端
を
開
く
こ
と
あ
る
も
、
其
責
に
は
此
身
自
ら
任
ず
べ
き
が
故
に
、
少
し
も
躊
躇
す
る
所
な
く
百
事
を
決
行
せ
ら
れ
た
し』

と
、
恰
も
可
成
は
開
戦
の
方
策
を
執
る
べ
し
と
言
わ
ぬ
計
に
訓
示
さ
れ
、
予
も
其
席
に
あ
り
て
之
を
聞
き
た
れ
ど
も
、
大
鳥
氏
は
其
身
責
任
の

路
に
当
り
、
総
理
大
臣
の
旨
と
外
務
大
臣
の
書
面
の
訓
令
に
反
し
て
、
口
頭
の
訓
示
に
重
き
を
置
か
ざ
り
し
は
無
理
な
ら
ぬ
こ
と
に
し
て
、
世

間
普
通
の
道
理
上
よ
り
考
え
、
平
和
を
主
と
し
、
戦
争
を
避
く
る
を
努
め
た
り
し
は
尤
の
事
な
り｣

(『

回
顧
録』

七
六
頁)

。

外
交
官
の
経
験
を
有
し
国
際
法
と
外
交
史
の
両
分
野
の
研
究
で
知
ら
れ
る
信
夫
淳
平
は

｢

国
の
和
戦
を
決
す
る
と
い
ふ
極
め
て
機
微
な
る
際

に
処
し
て
は
、
訓
令
を
発
す
る
外
務
大
臣
に
も
、
之
を
受
け
て
其
の
指
揮
の
下
に
行
動
す
る
使
臣
に
も
、
余
ほ
ど
頭
の
働
き
工
合
や
手
心
の
要

る
も
の
で
、
別
し
て
使
臣
は
本
国
政
府
の
真
意
を
表
裏
共
に
徹
底
的
に
理
解
し
て
居
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
往
々
機
宜
を
誤
る
こ
と
が
あ
る｣

と
し
、『

後
は
昔
の
記』

を
引
き
な
が
ら
大
鳥
公
使
が

｢

機
宜
を
誤｣

ら
ん
と
し
た
と
こ
ろ
を
陸
奥
が
苦
心
し
て
開
戦
に
持
ち
込
ん
だ
と
論
じ
て

い
る

(

信
夫
淳
平
、
前
掲

『

外
交
側
面
史
談』

二
五
九

二
六
一
頁)

。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
前
に
引
い
た
同
じ
筆
者
の

｢

外
務
大
臣
の
在
外
使
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臣
へ
の
訓
令
は
明
確
、
周
到
、
緊
括
、
堅
勁
、
一
言
に
し
て
云
へ
ば
、
能
く
要
領
を
得
、
使
臣
を
し
て
惑
ふ
勿
ら
し
む
も
の
た
る
を
要
す
る｣

と
い
う
主
張
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
和
戦
を
決
す
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
こ
そ
使
臣
を
惑
わ
せ
る
よ
う
な
口
頭
訓
令
な
ど
を
出

す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
林
董
が
云
う
よ
う
に
陸
奥
が
政
府
訓
令
と
逆
行
す
る
よ
う
な
口
頭
訓
令
を
出
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
信
夫
淳
平

の
議
論
で
は
、
陸
奥
の
処
置
は
使
臣
を
し
て
惑
わ
し
め
る
悪
し
き
振
る
舞
い
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
信
夫
淳
平
は
陸
奥
で

は
な
く
あ
た
か
も
大
鳥
に
外
交
官
と
し
て
の
技
倆
に
足
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
。

し
か
し
、
今
日
で
は
林
董
の
言
い
分
を
額
面
通
り
受
け
取
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
清
か
ら
の
攻
撃
を
受
け
る
事

態
を
想
定
し
て
大
鳥
公
使
に
臨
機
処
分
の
権
を
与
え
た
こ
と
と
、
林
が
記
す
よ
う
に

｢

可
成
は
開
戦
の
方
策
を
執
る
べ
し｣

と
い
わ
ぬ
ば
か
り

の
陸
奥
口
頭
訓
示
で
は
意
味
が
大
き
く
違
っ
て
く
る
。
上
奏
さ
れ
、
総
理
大
臣
・
陸
軍
大
臣
・
海
軍
大
臣
へ
も
写
し
が
送
付
さ
れ
た
外
相
訓
令

に
反
す
る
口
頭
訓
令
を
陸
奥
外
相
が
伝
え
た
と
す
る
な
ら
ば
、
陸
奥
が
政
府
決
定
を
陰
謀
を
以
て
覆
そ
う
と
し
た
事
を
意
味
し
よ
う
。
林
董
は
、

陸
奥
を
明
治
政
府
に
対
す
る
懲
り
な
い
反
逆
者
に
仕
立
て
上
げ
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
日
清
戦
争
勝
利
の
立
役
者
と
し
て
陸
奥

を
顕
彰
し
た
か
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
林
董
が
描
く
陸
奥
像
は
、
人
を
し
て
甚
だ
し
く
誇
張
さ
れ
て
い
る
感
を
抱
か
し
め
る
。

大鳥圭介公使の朝鮮帰任 (一八九四年六月)について

(熊本法学124号 '11)91


	はじめに
	一　清の朝鮮併合説
	二　日清共同朝鮮内政改革論と政府の軍統制
	三　清の朝鮮併合説と臨機処分権
	むすびにかえて



